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ウェルビーイング/高い生活の質
テキスト注釈
身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念のこと。国の第六次環境基本計画が掲げる最上位の目的として記載されている。

カーボンニュートラル
テキスト注釈
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること。

環境基本計画
テキスト注釈
環境基本法に基づき、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全に関する基本的な事項や方針を定めた計画のこと。

サーキュラーエコノミー（循環経済）
テキスト注釈
廃棄することを前提にしないで、資源を循環させながら活用していくことを前提にした経済システムのこと。具体的には、再生可能な材料を使うなど、廃棄物をなるべく出さない設計で、長く使える耐久性や魅力を持つものづくりを進めること。

循環共生型社会
テキスト注釈
持続可能な社会のこと。環境収容力を守り環境の質を上げることによって経済社会が成長・発展できる社会のこと。

地上資源
テキスト注釈
化石燃料や鉱物資源などの地下資源に対して、すでに地上にある資源のこと。

ネイチャーポジティブ（自然再興）
テキスト注釈
生物多様性の損失（悪化）を反転させ、自然を回復軌道に乗せること。令和5（2023）年3月に閣議決定した「生物多様性国家戦略2023-2030」において、令和12（2030）年までにネイチャーポジティブを達成するという目標が掲げられている。

緑の基本計画
テキスト注釈
「都市緑地法」第4条の規定に基づき、緑地の適正な保全及び緑化の推進により本市全域における緑の将来のあるべき姿とそれを実現するための施策を示すもの。
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ウェルビーイング/高い生活の質
テキスト注釈
身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念のこと。国の第六次環境基本計画が掲げる最上位の目的として記載されている。

カーボンニュートラル
テキスト注釈
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること。

昆明･モントリオール生物多様性枠組
テキスト注釈
生物多様性に関する世界目標で、2050年ビジョン、2030年ミッション、2050年グローバルゴール、2030年グローバルターゲット、その他の関連要素から構成されている。

ストック効果
テキスト注釈
整備された社会資本（道路・上下水道・都市公園など）が機能することによって、中長期的に得られる効果のこと。

生物多様性国家戦略 2023-2030
テキスト注釈
生物多様性条約及び生物多様性基本法に基づく、生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する国の基本的な計画のこと。新たな世界目標「昆明･モントリオール生物多様性枠組」に対応しており、2030年のネイチャーポジティブの実現に向け、5つの基本戦略と状態目標、行動目標を設定している。

ネイチャーポジティブ（自然再興）
テキスト注釈
生物多様性の損失（悪化）を反転させ、自然を回復軌道に乗せること。令和5（2023）年3月に閣議決定した「生物多様性国家戦略2023-2030」において、令和12（2030）年までにネイチャーポジティブを達成するという目標が掲げられている。

緑の基本計画
テキスト注釈
「都市緑地法」第4条の規定に基づき、緑地の適正な保全及び緑化の推進により本市全域における緑の将来のあるべき姿とそれを実現するための施策を示すもの。
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SDGs（エスディージーズ）
テキスト注釈
「Sustainable Development Goals」の略称。「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17のゴールと169のターゲットで構成されている。

環境基本計画
テキスト注釈
環境基本法に基づき、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全に関する基本的な事項や方針を定めた計画のこと。

環境教育等行動計画
テキスト注釈
「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」第8条の規定に基づき、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する施策を示すもの。

生物多様性地域戦略
テキスト注釈
「生物多様性基本法」第13条の規定に基づき、市内の生物多様性の保全及び持続的な利用に関する施策を計画的に推進していくための施策を示すもの。

緑の基本計画
テキスト注釈
「都市緑地法」第4条の規定に基づき、緑地の適正な保全及び緑化の推進により本市全域における緑の将来のあるべき姿とそれを実現するための施策を示すもの。
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カーボンニュートラル
テキスト注釈
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること。

自然共生社会
テキスト注釈
豊かな自然や生物多様性の維持・回復と持続可能な利用が実現するとともに、それらがもたらす恵みを将来にわたって継承していく社会のこと。

持続可能な開発のための2030アジェンダ
テキスト注釈
国連サミットで全会一致で採択された、2030年までに持続可能で誰一人取り残さない社会を実現するための国際的な目標・行動計画のこと。持続可能な開発目標を中核とし、2030年までに貧困撲滅し、持続可能な未来を追求する普遍的な内容となっている。
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環境基本計画
テキスト注釈
環境基本法に基づき、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全に関する基本的な事項や方針を定めた計画のこと。

環境教育等行動計画
テキスト注釈
「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」第8条の規定に基づき、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する施策を示すもの。

生物多様性国家戦略 2023-2030
テキスト注釈
生物多様性条約及び生物多様性基本法に基づく、生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する国の基本的な計画のこと。新たな世界目標「昆明･モントリオール生物多様性枠組」に対応しており、2030年のネイチャーポジティブの実現に向け、5つの基本戦略と状態目標、行動目標を設定している。

生物多様性地域戦略
テキスト注釈
「生物多様性基本法」第13条の規定に基づき、市内の生物多様性の保全及び持続的な利用に関する施策を計画的に推進していくための施策を示すもの。

緑の基本計画
テキスト注釈
「都市緑地法」第4条の規定に基づき、緑地の適正な保全及び緑化の推進により本市全域における緑の将来のあるべき姿とそれを実現するための施策を示すもの。
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環境教育等行動計画
テキスト注釈
「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」第8条の規定に基づき、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する施策を示すもの。

生物多様性地域戦略
テキスト注釈
「生物多様性基本法」第13条の規定に基づき、市内の生物多様性の保全及び持続的な利用に関する施策を計画的に推進していくための施策を示すもの。
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都市生活型公害
テキスト注釈
特定の工場ではなく、都市の活動や住民の生活に起因する公害のこと。
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環境教育等行動計画
テキスト注釈
「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」第8条の規定に基づき、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する施策を示すもの。

近郊緑地保全区域
テキスト注釈
首都圏の近郊整備地帯の緑地であって、樹林地、水辺地等が一体となって良好な自然の環境を形成し、かつ、相当規模の広さを有している土地である「近郊緑地」のうち、無秩序な市街化のおそれが大きい区域で、かつ、保全することによる住民の心身の健康保持、公害・災害の防止等の効果が特に高いと認められる区域を、近郊緑地保全区域として国土交通大臣が指定するもの。

施設緑地
テキスト注釈
「都市公園」と学校や公共施設の植栽地などが含まれる「公共施設緑地」、社寺境内地などが含まれる「民間施設緑地」のこと。

生産緑地地区
テキスト注釈
市街化区域内において、災害の防止、都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るために、生産緑地法により指定された土地のこと。

生物多様性地域戦略
テキスト注釈
「生物多様性基本法」第13条の規定に基づき、市内の生物多様性の保全及び持続的な利用に関する施策を計画的に推進していくための施策を示すもの。

地域制緑地
テキスト注釈
緑地の保全や緑化を推進するために、一定の土地の区域に対して適用し、土地利用や開発を規制する、法律や条例などに基づく緑地のこと。

農業振興地域内農用地区域
テキスト注釈
農業振興地域の整備に関する法律に基づき、市町村が指定を行う、農業振興地域内において今後とも相当長期にわたって農業上の利用を確保すべき土地の区域のこと。

ふるさとの緑の景観地
テキスト注釈
ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例に基づき、埼玉を象徴する緑を形成している地域を保全するため県が指定するもの。

保存樹林
テキスト注釈
緑の環境を保全するため、市内各地に存在する樹木の集団で特に必要と認めたものを、川越市保存樹木等の指定等に関する要綱により指定している。
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河川区域
テキスト注釈
河川法が適用される区域のことで、一般に堤防と堤防に挟まれた間の区間のこと。

近郊緑地保全区域
テキスト注釈
首都圏の近郊整備地帯の緑地であって、樹林地、水辺地等が一体となって良好な自然の環境を形成し、かつ、相当規模の広さを有している土地である「近郊緑地」のうち、無秩序な市街化のおそれが大きい区域で、かつ、保全することによる住民の心身の健康保持、公害・災害の防止等の効果が特に高いと認められる区域を、近郊緑地保全区域として国土交通大臣が指定するもの。

景観重要樹木
テキスト注釈
景観法に基づき指定される、景観計画区域内において特に良好な景観を形成している樹木のこと。

施設緑地
テキスト注釈
「都市公園」と学校や公共施設の植栽地などが含まれる「公共施設緑地」、社寺境内地などが含まれる「民間施設緑地」のこと。

準公共的施設緑地
テキスト注釈
民有地で都市公園と同等の機能を果たすと評価される施設のうち、法制度の裏付けをもった緑地のことで、具体的には市民緑地がある。

生産緑地地区
テキスト注釈
市街化区域内において、災害の防止、都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るために、生産緑地法により指定された土地のこと。

地域制緑地
テキスト注釈
緑地の保全や緑化を推進するために、一定の土地の区域に対して適用し、土地利用や開発を規制する、法律や条例などに基づく緑地のこと。

特別緑地保全地区
テキスト注釈
都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などにより現状凍結的に保全する制度のこと。

ふるさとの緑の景観地
テキスト注釈
ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例に基づき、埼玉を象徴する緑を形成している地域を保全するため県が指定するもの。

保存樹林
テキスト注釈
緑の環境を保全するため、市内各地に存在する樹木の集団で特に必要と認めたものを、川越市保存樹木等の指定等に関する要綱により指定している。

緑地協定
テキスト注釈
住民相互の合意の下、市町村長の認可を受けて定める緑地の保全、緑化を図るための協定のこと。
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第6の大量絶滅（時代）
テキスト注釈
人間活動によって引きこされている現在の生物の絶滅のこと。過去に地球上で起きた生物の大量絶滅は5回あったといわれており、これらの絶滅は数万年～数十万年の時間がかかっているのに対し、現在の絶滅は過去とは桁違いの速さで進んでいることが問題となっている。


8-4 BREHBFTEE

BoRBREHEFTEHEIL REHEFRERIEIREREED, REREDERD
I R OCBREHE W O A D HEEIZ B S ITEIRHE T,

RERETED LI HRREREPAZDON k. EVDSHRMEDREFDBREHDRE
O, BREA RO EPTOMOBEREDORE (RIFLRBEEORIHEEL) 28 LET,

[BRIEHE |1, Fit TRt 20BEL2 B LT RE, #4185, iz othods s5p 55
IZEWT, BRELH R BFE RO UL DD ZDMBBEDREBIIOVWTOEELED L/
DIATONSRFEDREIE T OHERPFEE &I LET,

MA@EGE 1, . TR, FEEFE RO REAFEPENENETIEE 2 2 HEU O ONEDILS
CBWTHEIRBAUTUT I RER2EE, REREODEMDEE, REHE T DMOBREDR
£ICFTHEHERLE T,

14



